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平 成 

３０年度 

予算の説明  

主な事業内容を説明します 

 ６つの基本目標ごとに取り組んでいきます 
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資料の見方 

  目標１ 子どもから高齢者まで誰もがいきいきと輝くまちづくり（健康福祉） 
この目標は総合計画における将来都市像を実現するための６つの基本目標の

一つです 

これは、町が独自で行っている事業です 酒々 井町独自 

◆○○○事業◇     １２，３４５千円（△△課） 

（（財源：国県支出金６，７８９千円 一般財源５，５５６千円）

 「○○○事業」に係る予算額及び担当課を記載してい

ます 

 一般財源とは、「○○○事業」に係る財源内訳のうち、

皆様から納められる税金や地方交付税等です。 

 目標１ 子どもから高齢者まで誰もがいきいきと輝くまちづくり（健康福祉） 

目標２ 豊かな心を育み歴史を活かした文化創造のまちづくり      （教育文化） 

目標３ いつも安全で安心して快適に暮らせるまちづくり         （生活環境） 

目標４ 生活機能の整った歩いて暮らせるまちづくり            （都市基盤） 

目標５ にぎわいと活力にみちた魅力あるまちづくり            （産業経済） 

目標６ 町民と共に築く心がかよう持続可能なまちづくり   （地域社会と行財政） 

各特別会計、水道・下水道事業 

 これは、その年度の新たな事業です  新 規 
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（財源：国県支出金１７，５８０千円 一般財源４６，７９５千円） 

保健の向上及び経済的負担の軽減を図るため中学生までの医療費の自己負担分を助成します。 

 

 

 

（財源：国県支出金２４３，５３８千円 一般財源４６，５８８千円） 

中学校３年生までを対象に、児童手当を支給します。 

受給できる方：子どもを養育する父母等 

児童手当の額： 

３歳未満          月額 １万５千円 

３歳から小学校６年生まで   

第１子・第２子     月額 １万円 

第３子以降       月額 １万５千円 

     中学生           月額 １万円  

 

所得制限以上の場合の児童手当の額： 一律 月額 ５千円 

 

 

 

（財源：国県支出金１，５６０千円 一般財源１，７４２千円） 

＊ひとり親家庭等医療費助成 ３，１２０千円 

ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るため医療費等の自己負担分の一部を助成します。 

対  象：母子家庭の母、父子家庭の父、児童の養育者及び１８歳に達する日以後の最初の年度末

までの児童（所得制限あり） 

助成内容：保険適用分のみ対象（一部負担金あり） 

 

＊酒々井町母子寡婦福祉会補助金 ８５千円 

母子寡婦福祉会の活動を支援するため助成します。 

 

 

 

 

 

 目標１ 子どもから高齢者まで誰でもいきいきと輝くまちづくり（健康福祉） 

一部酒々井町独自 

子育て支援等の施策  

◆子ども医療費助成事業◇        ６４，３７５千円（こども課） 

◆児童手当支給事業◇         ２９０，１２６千円（こども課） 

◆ひとり親福祉推進事業◇         ３，３０２千円（健康福祉課） 
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 （財源：国県支出金１，２４４千円 一般財源２３，７８０千円 その他１２，９６５千円） 

町立中央保育園の運営を行います。 

 

 

 

（財源：国県支出金１，３４８千円 一般財源６２，９６５千円 その他３２，２３３千円） 

町立岩橋保育園の運営を行います。 

 

 

 

（財源：国県支出金９６，０３０千円 一般財源７０，３１４千円 その他１８９千円） 

町立保育園以外の保育園等へ保育を委託します。 

 

 

 

 

（財源：国県支出金１２，１３７千円 一般財源１５，４６１千円 その他１５千円） 

子育て家庭の支援及び子どもの健全な育成に資するため、酒々井町子育て支援センターを設置し、

子ども・子育て支援事業を実施します。 

＜子ども・子育て支援事業＞ 

＊地域子育て支援拠点事業（保育士等による、子育て中の親子の交流促進や育児相談等） 

・あいあいルーム（公設）・しょうえんこどもこそだてルーム（委託） 

  ＊ファミリー・サポート・センター事業（子育ての相互援助活動の連絡調整） 

＊利用者支援事業（身近な場所での教育・保育に関する相談等） 

 

 

 

（財源：国県支出金８６３千円 一般財源２，３４９千円） 

様々な体験等を通して児童の健全育成を図るため、小学校の体育館などを活用し、地域の方々の協

力を得て、放課後子ども教室を開催します。 

酒々井小学校・大室台小学校…週１回開催 

 

 

 

 

 

 

◆中央保育園運営事業◇            ３７，９８９千円（こども課） 

◆岩橋保育園運営事業◇             ９６，５４６千円（こども課） 

◆保育委託事業◇                １６６，５３３千円（こども課） 

◆放課後子ども教室事業◇         ３，２１２千円（こども課） 

◆子ども・子育て支援事業◇       ２７，６１３千円（こども課） 
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（財源：国県支出金３１，２６８千円 一般財源１５，０９０千円 その他６，１６２千円） 

  昼間、就労等により保護者がいない小学生を対象に、町内３ヶ所において、放課後の安全な居場所

を提供するとともに、遊びや学習等の支援を行い、児童の健全な育成を図ります。 

＊酒々井小学校放課後児童クラブ 

＊大室台小学校放課後児童クラブ 

＊酒々井児童クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （財源：一般財源６８，８５５千円 その他３７千円） 

＊ふれ愛タクシー運行事業 ２５，４９８千円 

高齢者などの日常生活の向上を図るため、ふれ愛タクシーを運行します。 

利 用 料：町内１回につき３００円・町外１回につき５００円（利用券事前購入） 

※町外は成田赤十字病院、日医大北総病院、さくら斎場のみ 

利用時間：午前８時から午後５時 

※詳しくは、酒々井町社会福祉協議会 

電話 ４９６－６６３５ 

※予約は、ふれ愛タクシー情報センター 

電話 ４８１－６０００ 

 

 

 

  ＊福祉団体助成事業         ３２，４２８千円 

福祉団体の活動を支援するため助成します。 

＊酒々井町社会福祉協議会事業補助金    ３１，７７８千円 

＊酒々井町遺族会補助金             １００千円  

＊蛍雪学園運営補助金              ５００千円 

＊酒々井町更生保護女性会補助金          ５０千円 

 

 

 

 

 

社会福祉施策  

◆放課後児童クラブ事業◇        ５２，５２０千円（こども課） 

◆社会福祉一般事務費◇         ６８，８９２千円（健康福祉課） 
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（財源：国県支出金９６千円 一般財源９８２千円） 

 町民の心配ごとなどを解決するために、専門機関の紹介や行政とのパイプ役として、子どもから高齢

者までの相談役となっている民生委員児童委員の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金１７，３８８千円 一般財源３２，５８２千円 その他１千円） 

＊重度心身障害者医療費給付事業  ３１，０００千円 

重度の障害者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成します。 

対 象：１級又は２級の身体障害者手帳所持者、Ａの２以上の療育手帳所持者（一定所得以上の方

は、対象外）。ただし、６５歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された者を除く。 

＊福祉タクシー事業           ７００千円 

重度の身体障害者、知的障害者がタクシーを利用する場合、料金の１／２を助成します。ただし、

助成額の上限は１，０００円です。 

対  象：１級又は２級の身体障害者手帳所持者（下肢、体幹、視覚障害者は３級も対象） 

Ａの２以上の療育手帳保持者 

助成内容：割引券＝年間３０枚（透析者は６０枚） 

※運転手に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、割引券を渡してください。（町登録

タクシー会社のみ利用可）                                      

＊ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当支給事業  ６２３千円 

ねたきりの身体障害者や重度の知的障害者に福祉手当を支給します。 

対  象：６か月以上ねたきり状態の２０歳以上６５歳未満の身体障害者 

在宅で常時介護を必要とする２０歳以上で、療育手帳Ａの２以上の知的障害者 

助成内容：月額８，６５０円 

＊指定難病見舞金支給事業費      ５，７６０千円 

指定難病の方に見舞金を月額３，０００円支給します。 

＊紙おむつ支給事業          １，２００千円 

身体障害者、知的障害者に、１月当たり３０枚の紙おむつを支給します。 

＊福祉団体助成事業            ７５０千円 

福祉団体の活動を支援するため助成します。 

＊酒々井町心身障害者福祉会補助金        １５０千円   

＊酒々井町手をつなぐ親の会補助金        ６００千円 

 

障害福祉施策  

◆障害者福祉事業◇           ４９，９７１千円（健康福祉課） 

◆民生委員児童委員活動事業◇       １，078 千円（健康福祉課） 



SHISUI 

酒々井の町づくり - 5 - 

 

 

（財源：国県支出金２４０，６４６千円 一般財源８５，７２６千円） 

障害者に介護給付費、訓練等給付費、障害者医療費、補装具費を給付します。 

対 象：身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等の方 

＊介護給付費、訓練等給付費  １８４，３６５千円 

＊介護給付費…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、

重度障害者等包括支援、施設入所支援 

 ＊訓練等給付費…自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助 

＊障害者医療費         ７１，８１５千円        

＊補装具費            ３，５３４千円 

 

＊地域生活支援事業       １８，２９４千円 

障害者の生活を支援するため、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具給

付等、手話奉仕員養成研修、移動支援、地域活動支援センター、訪問入浴サ

ービス、日中一時支援を行います。 

対 象：身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等の方 

 

＊障害児給付費         ４５，０００千円 

  児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害児通所支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金８９３千円 一般財源２７，６２６千円） 

＊生きがいデイサービス事業           ３，２７０千円 

介護保険の認定を受けていない６０歳以上の方を対象に 

隣保館等を会場に、毎週火曜日・水曜日・金曜日にそれぞ 

れ定員３０名でデイサービスを行います。 

対 象：介護保険の認定を受けていない６０歳以上の方で、自ら通え

ることができる方 

 

＊緊急通報装置貸与事業             ３，１２６千円 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者に緊急通報装置を貸与します。 

 

 

 

高齢者福祉施策  

◆障害者総合支援事業◇         ３２６，３７２千円（健康福祉課） 

◆老人福祉事業◇           ２８，５１９千円（健康福祉課） 
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＊はり・きゅう・マッサージ等施術利用料助成事業 ７，５００千円 

はり・きゅう・マッサージの利用券を交付します。 

対  象：６５歳以上の方 

助成内容：利用券１月当たり２枚（１枚当たり１，０００円） 

 

＊福祉タクシー事業               ５，９４０千円 

要介護認定を受けている方がタクシーを利用する場合、料金の１／２を助成します。ただし、助成

額の上限額は１，０００円です。 

対象者：要介護１以上の方 

助成内容：割引券＝年間３０枚 

※運転手に介護保険被保険者証を提示し、割引券を渡してください。（町登録タクシー会社のみ利

用可） 

 

＊紙おむつ支給事業                 ６８３千円 

要介護１以上の市町村民税非課税世帯の６５歳以上の方に、１月当たり３０枚の紙おむつを支給し

ます。 

 

＊老人福祉大会事業               ２，３６９千円 

７５歳以上の方を招待して、８８歳の方への顕彰状贈呈式や演芸会を酒々井町社会福祉協議会と共

催で開催します。 

 

＊８０歳の青年式事業                ４１２千円 

   ８０歳の方を招待して、８０歳の青年式を開催します。 

 

＊酒々井町水仙クラブ連合会補助金        １，４００千円 

水仙クラブ連合会の活動を支援するため助成します。 

                  

 

 

（全額一般財源） 

高齢者の生きがい支援として、豊かな経験と能力を積極的に活かすための就

業を援助し、健康増進に資するシルバー人材センターの機能充実に向けた支援

を行います。 

 

 

 

 

 

◆生きがい創造支援事業◇       １，４８０千円（住民協働課） 
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（財源：国県支出金２６，０６１千円 一般財源１８６，７１０千円 その他８，５３０千円） 

７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険に関する経費や健康増進並びに医療費の適正化を

図るために、千葉県後期高齢者医療広域連合から委託を受けた、後期高齢者を対象とした健康診査を

実施するとともに、病気の早期発見と早期治療に役立てるため、人間ドック費用の一部を助成します。 

＊療養給付費負担金      １６２，７９０千円 

                 ＊広域連合負担金        １０，８００千円 

                 ＊後期高齢者医療特別会計繰出金 ３７，１８２千円 

＊健康診査            ４，０８３千円 

＊人間ドック費用の助成      ６，４４６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （財源：国県支出金１，０２７千円 一般財源４８千円）           

国民年金の資格取得届、免除申請、裁定請求等の受付と日本年金機構への報告及び送付を行います。 

また、国民年金に関する相談と年に６回社会保険労務士による年金全般の相談を実施します。 

これらの年金相談や届出時の説明により、年金制度の意義・役割の周知と保険料納付の促進を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後期高齢者医療事業◇      ２２１，３０１千円（健康福祉課） 

国民年金事業  

◆国民年金一般事務費◇        １，０７５千円（健康福祉課） 
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（全額一般財源） 

＊夜間医療体制等の確保           ４，０４７千円 

夜間、日曜日・祝日及び年末年始の医療、小児初期急病診療サービスを確保します。 

 

【印旛市郡小児初期急病診療所】（０～１５歳） 

診 療 日 診 療 時 間 

月～土曜日 １９時～翌日６時 

日曜日・祝日・年末年始 ９時～１７時、１９時～翌日６時 

場 所：佐倉市江原台２－２７（佐倉市健康管理センター内） 

電話 ０４３－４８５－３３５５ 

【成田市急病診療所】 

診療科目・日時 

診療科目 診   療   日 診 療 時 間 

内科・小児科 

月～土曜日 １９時～２３時 

日曜日・祝日 

８月１３日～１５日・１２月２９日～１月３日 

１０時～１７時 

１９時～２３時 

外  科 
日曜日・祝日 

８月１３日～１５日・１２月２９日～１月３日 
１０時～１７時 

歯  科 
祝日・振替休日 

８月１３日～１５日・１２月２９日～１月３日 
１０時～１７時 

場 所：成田市赤坂１－３－１（成田市保健福祉館内）電話 ０４７６－２７－１１１６ 

  【救急医療機器整備事業助成】 

   成田赤十字病院の救急医療機器整備事業に助成し、救急医療体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり施策  

◆保健センター 一般事務費◇      ９，３６４千円（健康福祉課） 
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                            （全額一般財源） 

乳幼児、学童、生徒及び６５歳以上の方等に対して予防接種を行い感染症の流行防止と個人の健康

管理に努めます。 

独自事業として、２歳から１８歳までの方のうち未接種の方を対象に麻しん・風しんの予防接種を

行います。 

 

 対 象 内 容 実施場所 費 用 

 

 

定 

期 

接 

種 

乳幼児 

百日せきジフテリア破傷風ポ

リオ混合・麻しん風しん混合・

ＢＣＧ・ポリオ・日本脳炎・ 

ヒブ・小児肺炎球菌・水痘・Ｂ

型肝炎 

医療機関 無料 

小学６年生 ジフテリア破傷風混合 医療機関 無料 

中学１年生～高校１年生（女子） 子宮頸がん 医療機関 無料 

６５歳以上希望者 インフルエンザ 医療機関 助成額3,100円 

６５歳以上で５歳刻み希望者 成人肺炎球菌 医療機関 助成額4,500円 

任

意

接

種 

２歳～１８歳 麻しん風しん混合 医療機関 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆予防接種事業◇          ４３，９５１千円（健康福祉課） 
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（財源：国県支出金１，３４４千円 一般財源２６，１４４千円 その他３，１６４千円） 

保健センターを主な会場に、がん検診、健康教育、健康相談の健康増進事業を行います。また、乳

がん、子宮頸がん、大腸がんの無料検診を対象年齢の方に行います（無料クーポン券による検診）。 

＊健康教育…糖尿病予防教室、ヘルスアップセミナー 

＊健康相談…保健センター（毎週月曜日９：３０～１１：００） 

＊健康手帳…検診時に交付（２０歳以上の方） 

項     目 対 象 実施時期 
申込先、 

受診会場 
自己負担 

乳
が
ん
検
診 

マンマンモグラフィ

フィ 

40 歳代奇数,50 歳以

上 
６～７月 保健センター １，０００円 

40,45,50,55,60歳 ６～３月 
保健センター 

医療機関 

無料 

(クーポン券) 

エコー 30歳代,40歳代偶数 ６～７月 保健センター １，０００円 

子宮頸がん検診 

20歳以上 ６～７月 保健センター ５００円 

20,25,30,35,40歳 ６～３月 
保健センター 

医療機関 

無料 

(クーポン券) 

胃がん検診 40歳以上 １０月 保健センター ７００円 

大腸がん検診 

40歳以上 
１０月 保健センター ３００円 

９～１２月 医療機関 ７００円 

40,45,50,55,60歳 ９～３月 
保健センター 

医療機関 

無料 

(クーポン券) 

結核・肺がん検診 40歳以上 １０月 保健センター １００円 

肝炎ウイルス検診 40,45,50,55歳 ９～１２月 
保健センター 

医療機関 
無 料 

骨粗しょう症 

予防検診 

30,35,40,45,50,55, 

60,65,70歳(女性) 
１２月 保健センター ５００円 

成人歯科検診 40歳以上 ６～１２月 医療機関 無 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆健康増進事業◇          ２９，２８３千円（健康福祉課） 

◆結核健康診断事業◇         １，３６９千円（健康福祉課） 
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（財源：国県支出金３５６千円 一般財源２０，５５６千円） 

妊婦健診、乳幼児健診、マタニティ・ママパパクラス、訪問指導、心理発達相談

などの母子保健事業を通して切れ目のない支援を行います。 

「ママ・パパ歯科検診」を妊婦とその配偶者に行うことで、家族の生涯にわたる

口腔の健康の維持・増進を図ります。 

「ことばの教室」を開催し就学前に個別指導を行い発達を促します。 

不育症で治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成し経済的負担の軽減を図ります。 

 

 

事 業 名 対  象 実施場所 実施期間 費用 内     容 

母子健康手帳交付 妊婦 保健センター 通年 無料 
手帳の交付時、保健師が面接

し、安心して出産育児ができる

ようケアプランの作成をしま

す。 

妊婦・乳児 

一般健康診査 

妊婦 

乳児 

県内医療機関 

（委託） 

通年 無料 
健やかな妊娠出産と乳児の良

好な発育を図るため、母子健康

手帳と一緒に受診票を交付し

ます。 

妊婦１人１４回・乳児１人２回 

マタニティ 

・ママパパクラス 

妊婦と家族 保健センター １ｺｰｽ５回 

年３ｺｰｽ 

無料 
妊娠、出産に対する不安を軽減

し妊婦同士の交流を図るため

に行います。 

ママ・パパ歯科検診 妊婦とその配

偶者 

町内医療機関

（委託） 

通年 無料 
妊婦とその配偶者、生まれてく

る赤ちゃんの口の健康づくり

を目的にむし歯・歯周病検診を

行います。受診票は母子健康手

帳と一緒に交付します。１人１

回 

新生児・ 

産婦訪問指導 

新生児 

産婦 

町内各家庭 通年 無料 
新生児の発育・栄養・疾病予

防・保育環境等について助産

師・保健師が訪問指導を行いま

す。 

こんにちは 

赤ちゃん事業 

４か月児 町内各家庭 通年 無料 
健康推進員と連携して、生後４

か月のお子さんがいる家庭を

訪問し、子育ての状況を把握し

ながら安心して子育てができ

るよう、適切なサービス提供に

つなげます。 

 

◆母子保健推進事業◇        ２０，９１２千円（健康福祉課） 

酒々 井町独自 
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乳児相談 ４か月児 

１０か月児 

保健センター 年１２回 無料 
乳児の健やかな発育を促し保

護者の育児不安の軽減を図る

ため、身体計測、個別の相談（保

健師、栄養士、歯科衛生士）を

行います。 

出生祝品の配布 

（ブックスタート） 

 

４か月児 保健センター 年１２回 無料 
乳児相談（４か月児）にボラン

ティアから絵本の紹介を受け、

乳児の健やかな発育を促すた

めに絵本を配布します。 

幼児健康診査 １歳６か月児 

３歳児 

保健センター 年各６回 無料 
幼児のよりよい成長発育を促

すとともに、保護者の育児不安

の軽減を図るため、医師、歯科

医師による健康診査、個別相談

（保健師・栄養士）を行います。 

2 歳児歯科健康診査 ２歳児 保健センター 年４回 無料 
歯の健康づくりを目的に、歯科

医師による歯科健診、健康教

育、フッ化物塗布、個別相談を

行います。 

なかよしはみがき 

教室 

保育園児 

幼稚園児 

保育園  

幼稚園 

年４回 無料 
歯の健康教育とブラッシング

指導を行います。 

幼児健診 

事後指導教室 

（遊びの教室 

どんぐり） 

幼児 

保護者 

保健センター 年１２回 無料 
親子の良好な関係づくり、幼児

の健やかな発育を促すため、親

子遊びや家庭での養育の助言

等を行います。 

心理発達相談 

（親子相談） 

幼児 

保護者 

保健センター 年１２回 無料 
こどもの発達やしつけなどに

ついて個別の相談を行い、育児

不安の軽減、こどものよりよい

成長を促します。 

ことばの教室プラ

ム 
３歳６か月～

未就学児 

保健センター 年３０回 無料 
こどものことばの発達につい

て個別に相談と指導を行いま

す。 

不育症治療費助成

事業 

 

詳しくはお問

い合わせくだ

さい＊所得制

限有 

  1 治療

30 万円

上限 

不育症で治療を受けているご

夫婦に治療費の一部を助成し

ます。 

養育支援訪問事業 養育支援が必

要と認めた家

庭 

町内各家庭 通年 無料 
養育が適切に行われるよう保

健師等が訪問し、相談指導、助

言等を行います。 

酒々井町独自 

酒々 井町独自   
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（財源：国県支出金４，３６５千円 一般財源１３，０５１千円） 

＊私立幼稚園就園奨励費補助事業 １７，１２６千円  

私立幼稚園（子ども・子育て支援法の確認を受けた私立幼稚園を除く。）に幼児を就園させてい

る保護者の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園設置者を通じて私立幼稚園就園奨励費補助金を交

付します。 

  

＊私立幼稚園運営費・教材費補助事業 ２９０千円 

   町内の私立幼稚園（子ども・子育て支援法の確認を受けた私立幼稚園を除く。）に運営費及び教 

材費を補助します。 

＊運営費補助金  １園当たり   ２０万円 

＊教材費補助金  園児（町内在住）１人当たり  １千円 

 

 

 

 

       （財源：国県支出金１，７３３千円 一般財源６１，０４４千円 その他８１千円） 

＊特別支援学級介助員配置事業           ３，４５６千円 

小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の学習活動や学校生活の支援・補助を行うため、介助

員を配置します。 

 

 

 

 ＊小中学校スクールサポート配置事業     ７，９５４千円 

特色ある教育活動を支援するための指導員を小中学校に配置します。 

 

 

 

 ＊教育アドバイザー配置事業         ４，０１０千円 

国際交流事業やＡＬＴ（外国語指導助手）の活用を図ることと、帰国子女等への日本語指導を行う

アドバイザーを小中学校に派遣します。 

目標２ 豊かな心を育み歴史を活かした文化創造のまちづくり      （教育文化） 

◆教育総務一般事務費（学校教育課）◇ ６２，８５８千円（学校教育課） 

酒々井町独自 

酒々井町独自 

幼稚園と小・中学校の施策  

一部酒々井町独自 

◆私立幼稚園就園奨励・補助事業◇    １７，４１６千円（こども課） 
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＊教育ファシリテーター配置事業     ４，０４７千円 

小中学校の地域学習・地域活動への支援をするために、行政組織との連絡調整や地域学習等の教材開

発を通した「酒々井学」の学習プログラムを作成し、子どもたちの酒々井町に対するふるさと意識を育

みます。 

「酒々井学」の学習プログラムの実践を通して、子どもたちのふるさと意識を育むための教職員の資

質能力の向上を図ります。 

県立博物館等と連携した町の行事や生涯学習等の講座をサポートすることで、町民の学習機会の充実

を図り、ふるさと意識の啓発を行います。                     

町民全体に対して、酒々井町の魅力に気づかせることで定住意識を高める役割を担う人材を教育委員

会に配置します。 

 

 

「酒々井学のすすめ」（教員のための指導ガイド）   ３８９千円 

「酒々井学」とは、酒々井町の地域素材を使って教科等の学習内容と関連づけて作成した学習プログラ

ムを通して実践する地域学習や地域活動のことで、子どもたちが酒々井町の歴史・文化・自然等につい

て知ることで、郷土に対して愛着と誇りを持ち、町民としてのふるさと意識（参画・定住）を育むこと

をねらいとしています。 

各小・中学校が独自に取り組んでいる酒々井町の人権教育や地域学習について、その関連性や系統性

を整理し、酒々井町の特色ある教育活動として計画的に推進するための教員向けの指導ガイドを作成し

ます。この指導ガイドを通した酒々井学を、町全体で実践することで、子どもの酒々井町に対するふる

さと意識の向上につなげていきます。 

 

 

 

 ＊スクール支援員（介助員）配置事業   ８，１６５千円 

小中学校へ通う肢体不自由等の理由から特別に支援を要する児童・生徒個人を

支援するため介助を目的とした臨時職員（４人）を各小学校（２校）に配置しま

す。 

 

 

 

 ＊スクール支援員（理科専属）配置事業  １，６３７千円 

公立小学校５・６年生の理科の授業を中心に観察・実験活動の充実を図るため、理科専属の臨時職

員（１人）を２校に配置します。 

 

 

酒々井町独自 

酒々井町独自 

 新 規 

酒々井町独自 
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 ＊スクールバス運行業務委託事業    １４，６３０千円 

酒々井小学校の遠距離通学の児童に対して、町ふれ愛タクシーをスクールバスとして委託し、馬橋、

墨、伊篠、伊篠新田地区等の児童の交通手段を確保します。 

  なお、平成２９年度からは、町ふれ愛タクシー（３台）と町所有（１台）の合計４台で運行してい

ます。 

 

 

 

 

 ＊教職員の特色ある教育活動支援事業     ４００千円 

小中学校の特色ある教育活動の積極的な推進を図るため、学校の教職員が提案する教育プランにお

いて、児童生徒への教育効果が期待できる内容に対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

 ＊人権・同和教育研究補助金         ２００千円 

  人権・同和教育の推進を図るため、町教育委員会が指定した小学校又は中学校の研究指定校に対し、

研究活動費として補助金を交付します。 

 

 

 

 

 ＊保小中連携事業活動補助金         ３００千円 

  小一プロブレム、中一ギャップの解消を図るため、保育園・小学校・中学校で相互の連携を促進し、 

 学習の継続性や接続の円滑化を図るほか、生徒指導及び学習指導についての改善を進めるため、  

保小・小中の連携部会に対し、補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒々井町独自 

酒々井町独自 

酒々井町独自 

酒々井町独自 
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               （財源：一般財源２１，１９９千円 その他１１，１３８千円） 

 

 

【外国語教育】  １９，２４８千円 

 平成３２年度より新学習指導要領に準拠した小学校外国

語・外国語活動が実施されます。２年後の完全実施を見据

え、平成３０年度から各小学校５・６年生では週２時間、

３・４年生で週１時間、１・２年生で２～３週に１時間の

指導をしていきます。特に５，６年生は、２年後には教科

として指導することになるため、酒々井町の学校現場にふ

さわしい学習形態、学習評価を実践研究しつつ、学校職員

への研修も行える外国語専任教員（２人）を新たに配置し

ます。 

 また、小中学校に１名ずつ配置しているＡＬＴ（外国語

指導助手）を活用した支援を行い、ネイティブな英語にふ

れることを通して、学習意欲、異文化理解及びコミュニケ

ーション能力を高め、児童生徒の確かな学力を育みます。 

 さらに、ＡＬＴの派遣により、保育園（こども課：業者

委託 週１回 ３～５歳児対象）から中学校まで一貫した

外国語教育を実施します。 

 

【国際交流事業】 

 世界で活躍できるグローバル人材を育成するため、町内小中学校において国際理解教育に力を入れて

おり、国際交流事業として、「派遣事業」と「受入れ事業」を実施します。 

〇派遣事業     １０，１６４千円 

 酒々井中学校生徒をオーストラリア及びドイツへ派遣し、ホームステイや学校での体験学習を通して、

英語力等のコミュニケーション能力を育成します。 

また、その国の文化や言語、生活習慣などを学び、異文化理解を深めます。 

 

 

 

〇受入れ事業       ９２２千円 

 平成３０年度より、ドイツ・ギムナジウム・ドルフェン校生徒２０名が来日し、酒々井中学校生徒の

家庭を中心にホストファミリーとして受け入れ、交流を深めます。日本にいながら異文化体験をするこ

とができ、日本の文化を見直す機会にもなります。酒々井中学校での交流活動も実施することにより、

多くの生徒が、国際理解教育に資する貴重な時間を過ごすことができます。 

 

◆児童生徒国際交流振興事業◇    ３２，３３７千円（学校教育課） 

 新 規 

 新 規 
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（全額一般財源） 

教育委員会に適応指導教室「ふれあいルーム」を設置し、不登校児童生徒等を対象にカウンセリン

グや学習指導、小集団活動等を取り入れ、集団適応と学校復帰を支援します。 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

児童生徒の生涯にわたる読書習慣の形成と学校図書館活用能力の育成を図るため、町公共図書館と

学校図書館との連携を推進するとともに、学校図書館の機能の充実と児童生徒の図書館活用のための

支援を行います。 

 

 

 

         （財源：国県支出金３７７千円 一般財源８，７５２千円 その他２６０千円） 

 

 

 ＊酒々井小学校水泳指導委託事業    ２，５２２千円 

酒々井小学校のプールは老朽化により使用できないため、水泳指導と送迎について民間企業に業務

委託します。 

 

 

＊豊かな心を育むＣＴＳプラン事業補助金   ２００千円 

学習指導要領の趣旨に添い豊かな心を育む特色ある教育活動を行うため、小中学校に補助金を交付

します。 

（注）ＣＴＳは、Ｃhild，Ｔeacher，Ｓchool・Societyの略。 

 

 ＊要保護・準要保護就学援助費支給事業 ３，９１６千円 

経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助を行います。 

 

 

 

 （全額一般財源） 

＊小中学校の充実           ２，７００千円 

小中学校の教材備品や学校図書の充実を図ります。 

酒々井町独自 

◆ふれあい教室運営事業◇       ２，２６０千円（学校教育課） 

酒々井町独自 

◆学校図書館推進事業◇        ２，７３１千円（学校教育課） 

◆酒々井小学校教育振興事業（酒々井小）◇ ４，５０７千円（学校教育課） 

◆酒々井小学校教育振興事業（学校教育課）◇９，３８９千円（学校教育課） 

酒々井町独自 

酒々井町独自 
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       （財源：国県支出金２０７千円 一般財源３，６０７千円 その他２０２千円） 

 

 

＊豊かな心を育むＣＴＳプラン事業補助金  ２００千円 

学習指導要領の趣旨に添い豊かな心を育む特色ある教育活動を行うため、小中学校に補助金を交付

します。 

（注）ＣＴＳは、Ｃhild，Ｔeacher，Ｓchool・Societyの略。 

 

＊要保護・準要保護就学援助費支給事業 ２，０３２千円 

経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助を行います。 

 

 

 

（全額一般財源） 

＊小中学校の充実           ２，７００千円 

小中学校の教材備品や学校図書の充実を図ります。 

 

 

 

      （財源：国県支出金３０４千円 一般財源１１，１５６千円 その他２６５千円） 

 

 

＊パワーアップＥ             ８３２千円 

国際交流を推進し、国際理解教育を向上させる中で、広い視野で思考する力を養い、主体的に発信

する能力を育成することを目的に町立中学校の３年生全生徒に対して、英語検定の検定料を一人年１

回全額助成します。 

 

 

 

＊中学校部活動事業補助金         ９００千円 

中学校の部活動の中で対外的な試合や大会などへの参加に要する費用等を援助するため、中学校に

補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

◆大室台小学校教育振興事業（大室台小）◇ ４，５２７千円（学校教育課） 

酒々井町独自 

◆大室台小学校教育振興事業（学校教育課）◇４，０１６千円（学校教育課） 

◆中学校教育振興事業（学校教育課）◇ １１，７２５千円（学校教育課） 

酒々井町独自 

酒々井町独自 
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＊豊かな心を育むＣＴＳプラン事業補助金  ３００千円 

学習指導要領の趣旨に添い豊かな心を育む特色ある教育活動を行うため、小中学校に補助金を交付

します。 

（注）ＣＴＳは、Ｃhild，Ｔeacher，Ｓchool・Societyの略。 

 

 ＊要保護・準要保護就学援助費支給事業 ６，８８２千円 

経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助を行います。 

 

 

 

  （全額一般財源） 

＊小中学校の充実           ２，７００千円 

小中学校の教材備品や学校図書の充実を図ります。 

 

 

 

（全額一般財源） 

学校給食センターの運営及び施設設備の維持管理を行います。また、栄養士による食育指導を行い

学校給食を通して子どもたちに食の理解や地域社会の環境や文化、栄養改善及び健康の増進、社会性

や食事のマナーを身につける等の教育効果を図ります。 

＊ 施設設備保守点検委託料 ２，６０２千円 

 

 

 

（財源：一般財源７９，２０７千円 その他８３，１８６千円） 

学校教育における児童・生徒の心身の発達のための食を提供します。 

 

   ＊ 学校給食賄材料費           ９１，７７３千円 

  ＊ 学校給食調理配膳業務委託料      ４６，２０３千円 

＊ 学校給食配送業務委託料        １１，７１４千円 

＊ 給食調理機器設備更新事業        １，０１６千円 

（ガス回転釜購入）            

＊ （歳入）第３子以降学校給食費免除制度 △５，７９４千円  

 

 

       

 

◆給食センター管理事業◇      ５，６２０千円（給食センター） 

◆給食事業◇          １６２，３９３千円（給食センター） 

◆中学校教育振興事業（酒々井中）◇  ４，９９０千円（学校教育課） 

酒々井町独自 
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（財源：一般財源１２，４５１千円 その他 ５００千円） 

史跡本佐倉城跡の保存・活用のための史跡整備事業を行います。 

平成３０年度は「本佐倉城跡基本設計」に基づき進

めている入口広場整備工事に伴い、来年度以降に予定

しているトイレ・管理詰所等建物工事に先立つ、上水

道引込み工事を実施します。 

周知・普及事業としては本佐倉城跡国史跡指定２０

周年記念事業として講演会等を開催します。またこれ

まで行ってきた調査の概要を庁舎、公民館などで展示

するほか本佐倉城跡見学会を継続して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金３，２８７千円 一般財源３，２８７千円） 

江戸時代に栄えた旧酒々井宿を「酒々井町の顔」として町並み保存・整備を行い、観光資源として活

用すると共に、交流人口の増加を図ります。平成３０年度は、平成２８・２９年度に策定した交流支援

拠点整備にかかわるマスタープランに基づき、重点地区のモデル的整備として印旛沼眺望名勝地「下が

り松」や町登録文化財「莇吉五郎家」の整備・公開イベントを地方創生交付金を活用して実施します。 

 

  

国指定史跡 本佐倉城跡の整備 

酒々井町独自 

◆本佐倉城跡保存整備事業◇     １２，９５１千円（生涯学習課） 

歴史・文化の保全 

◆まちの顔づくり推進事業◇      ６，５７４千円（生涯学習課） 

酒々井町独自 
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（財源：国県支出金３，１７５千円 一般財源７，９０６千円 その他１０千円） 

 約３万年前の酒々井町最古の人類生活痕跡である墨古沢南Ⅰ遺跡出土の「環状ブロック群」の残り東

半分及び周辺について発掘調査を行い、その遺存状況や規模・内容を把握し、全国初かつ日本最大級の

「環状ブロック群」として国史跡指定を目指し、保存整備事業を進めて行きます。 

平成３０年度は、平成２７～２９年度に実施した調査・分析・研究成果をまとめ、国史跡指定に向け

ての根拠資料となる『総括報告書』を作成・刊行します。また、今後の調査・整備を的確に進めるため

有識者による調査指導委員会を継続して開催します。 

 周知・普及事業としては、引き続き墨古沢南Ⅰ遺跡の展示会をコミュニティプラザで実施します。 

 

 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

１ 成人を祝い、式典・成人者主催による「新成人のつどい」

を開催します。また、６０歳の人生の節目を祝い、盛年世

代（中高年）を地域社会での活動へいざなうきっかけづく

りとして盛年式を開催します。 

２ 家庭教育の充実を図るため、家庭教育指導員による家庭教

育相談や小学校就学前の保護者、小・中学校の保護者を対

象にそれぞれの家庭教育学級を開設します。 

・ローズマリー学級・酒々井小学校家庭教育学級・大室台小学校家庭教育学級・酒々井中学校

家庭教育学級 

３ 人権教育を推進するため、人権教育セミナーを開催して人権意識の向上に努めます。 

人権教育セミナー（年間６回開催）参加自由 

  

生涯学習の施策  

◆社会教育一般事務費◇          ３，３９７千円（生涯学習課） 

◆墨古沢南Ⅰ遺跡保存整備事業◇   １１，０９１千円（生涯学習課） 

酒々井町独自 
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（財源：国県支出金２，１５０千円 一般財源１，１１５千円） 

町立各小・中学校に学校と地域ボランティアの調整役であるコーディネ

ーターを配置するとともに、地域ボランティアとコーディネーターの活動

拠点である地域ルームを設置し、学校教育支援を行います。 

＊地域未来塾 

中学生に対して元教員などの地域住民の協力を得て学習習慣の確立と基

礎学力の定着を図るため、学習支援を行います。（年３５回程度） 

 

 

 

 

（財源：国県支出金１，７９８千円 一般財源３５６千円） 

土曜日の教育活動充実のため、地域の豊な社会資源を活用し、地域と連携した土曜日の教育支援を

行います。 

＊酒々井小学校・大室台小学校児童を対象とした補習と講座…年２０回程度開催 

 

 

 

 

（財源：国県支出金６５千円 一般財源３，５９６千円） 

青少年健全育成を図るため、青少年相談員事業として各種事業を子ども会育成会連絡協議会と共催で

開催します。 

＊子ども会対象事業：球技大会（ドッジボール大会）・体験教室・映画会 

＊青少年相談員事業：防犯パトロール・綱引き大会（スポレク祭）・釣り大会・伝統文化教室（た

こ作り教室・たこあげ大会）・星空の映写会・オールナイトハイク・星空の観察会 

 

 

  

◆青少年健全育成事業◇          ３，６６１千円（生涯学習課） 

◆学校教育支援促進事業◇         ３，２６５千円（生涯学習課） 

酒々井町独自 

◆土曜日の教育支援体制等構築事業◇   ２，１５４千円（生涯学習課） 
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（財源：一般財源２，５９３千円 その他 ９００千円） 

 ＊北海道陸別町児童交流事業：日本有数の星空などの観光資源や美しい自然環境の中での体験学習を

北海道陸別町で実施するとともに、陸別町の児童と交流を図ります。 

 ＊群馬県長野原町児童交流事業：酒々井町と同じ日本一古い歴史ある町として知られる長野原町の美

しい大自然の中で野外活動体験を実施するとともに、長野原町の児童と交流を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：一般財源１，１９２千円 その他２０８千円） 

酒々井町青樹堂（公民館主催事業）として各種講座の開催やイベントを行います。詳しくは、「公

民館だより」や広報ニューしすいでご案内します。 

【酒々井町青樹堂】 

  ・特別講座 

    ＊しすい青樹堂（２年制） 

  ・特選講座 

    ＊青樹堂師範塾（１年制） 

  ・一般講座 

    ＊短期間講座（趣味・教養、親子向け、児童向けなど） 

  ・自由講座 

    ＊文化祭、公開講座など 

  

酒々井町独自 

◆公民館活動事業◇           １，４００千円（中央公民館） 

◆青少年交流事業◇           ３，４９３千円（生涯学習課） 
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    （全額一般財源） 

・中央公民館は、町民の学び舎であるとともに災害時の避難所にも指定されていることから、 

より安全にお使いいただくために計画的に修繕を実施します。 

＊配管塗装修繕工事                ３５７千円 

 雨水配管の破損及び経年劣化していることから修繕工事を行い、施設整備の充実を図ります。 

＊非常用発電装置更新工事          １２，６１５千円 

老朽化が激しいことから、利用者が安全・安心して利用できるよう更新工事を行います。 

  ＊講堂用イスの購入              １，３６１千円 

   利用者の安全確保及び利便性を高めるため整備を行います。 

 

 

 

 

  （全額一般財源） 

プリミエール酒々井は、文化芸術をはじめとする生涯学習の向上及び推進を図るための文化 

ホールと図書館を併設した文化施設であり、町民の生涯学習の場、交流の場としての情報発信 

施設となるように運営しています。 

＊図書館電算システム          ２，６９６千円 

酒々井町立図書館は、図書館システム導入により、機器等の安定稼働の確保と、円滑な図書 

館業務の推進、住民サービスの向上を図ります。 

＊書籍購入               ５，２８６千円 

町民の読書や多様な学習要求に応えるため、図書・ＣＤ・ＤＶＤなど蔵書の充実を図ります。 

また図書などを短時間で検索できるよう、電算データにより管理を行います。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プリミエール運営事業◇    ２０，９５６千円（プリミエール酒々井） 

◆公民館管理事業◇         １４，３３３千円（中央公民館） 

 



SHISUI 

酒々井の町づくり - 25 - 

 

 

（財源：一般財源５，５２０千円 その他１００千円） 

 生涯スポーツを推進するため、各種スポーツ教室・大会や、誰でも気軽に参加できる軽スポーツ種目

を実施する「酒々井町ライトスポーツクラブ」を毎週水曜日に開催するほか、順天堂大学と連携し、親

子スポーツ教室等を開催し、スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけづくりの場を提供します。 

 また、東京オリンピック・バラリンピックを契機としてオリンピックの持つスポーツ・文化・教育的

価値を学び・実感するため、オリンピアン・トップアスリートを招き、各種事業を実施します。 

１ 各種大会 

大  会  名 回 数 開 催 予 定 

野球大会 年２回 ４月・９月 

卓球大会 年２回 ５月・11月 

ウォークラリー大会 年１回 ５月 

バレーボール大会 年１回 ５月 

バドミントン大会 年２回 ６月・11月 

印旛郡市民体育大会 年１回 ７月 

ソフトテニス大会 年１回 ８月 

ソフトボール大会 年１回 ９月 

町長杯少年野球大会 年１回 ９月 

町スポーツ・レクリエーション祭 年１回 10月 

テニス大会 年１回 10月 

町長杯パークゴルフ大会 年１回 11月 

ゴルフ大会 年１回 11月 

印旛駅伝競走大会 年１回 12月 

空手道大会 年１回 12月 

町駅伝競走大会 年１回 １月 

インディアカ大会 年１回 １月 

町長杯少年サッカー大会 年１回 ３月 

２ 各種教室 

教  室  名 実施時期 対 象 者 

オリンピック・パラリンピックを体験しよう ６月・１１月頃 中学生他 

剣道教室 通年 小学生以上 

柔道教室 通年 小学生以上 

空手道教室 通年 小学生以上 

サッカー教室 通年 小学生以上 

テニス教室 ５月・９月 20歳以上 

ライトスポーツクラブ 通年 小学生以上 

順天堂大学公開講座（親子スポーツ教室） １１月頃 小学生親子 

順天堂大学連携「おとな」もスポーツテスト １１月頃 成人・高齢者 

順天堂大学連携ノルディックウォーキング教室 ２月頃 20歳以上 

◆保健体育活動事業◇           ５，６２０千円（生涯学習課） 



SHISUI 

酒々井の町づくり - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：地方債３８，０００千円 一般財源９，０３７千円） 

災害時に備え、災害用資機材等を備蓄するため、防災資機材等備蓄施設整備を実施するとともに、

災害用備蓄品等の整備を図ります。 

災害発生時の応急対策や復旧などの災害に係わる事務、業務に関して総合的に定めた地域防災計画

の修正を行います。 

町内に結成された自主防災組織の育成及び活動を支援することを目的に、防災資機材の購入に際し

支援を行います。 

 

 

 

（財源：地方債３８，５００千円 一般財源３，５２７千円） 

老朽化した防災行政無線のデジタル化を図るため、機器の更新を行い災害時の情報伝達手段を確保

します。 

地震や弾道ミサイルの発射など、迅速に対処しなくてはならない事態が発生した際に、国から住民

に直接、速やかに情報を知らせるための全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）の新型受信機への

更新を行います。 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

過去に中川の氾濫により浸水被害のあった卜ヶ崎地区や中川地区を中心として、大雨時の土嚢積み

等、浸水被害の防止又は軽減させるための水防活動が迅速かつ円滑に行えるよう活動拠点の整備を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標３ いつも安全で安心して快適に暮らせるまちづくり         （生活環境） 

防  災 

◆防災一般事務費◇            ４７，０３７千円（総務課） 

◆防災行政無線管理整備事業◇       ４２，０２７千円（総務課） 

◆水防活動拠点整備事業◇      １７，４００千円（まちづくり課） 

 新 規 
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（全額一般財源） 

消防組合の運営に係る負担金です。 

 

  （構成市町：佐倉市、八街市、酒々井町） 

 

 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

地域の安全確保に大きな役割を果たしている消防団については、消防操法訓練をはじめ各種訓練を

実施し、消防団員の資質向上を図るとともに、消防技術の向上に努めます。 

 

 

 

 

（財源：一般財源６，７８６千円 その他１千円） 

消防団装備品や消防機庫、消防車、防火水利等の維持管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金６，０００千円 一般財源４，４３０千円 その他２６千円） 

防犯ボックスに警察官ＯＢを配置し、自治会及び防犯ボランティア団体との合同防犯パトロールや

見守り、街頭監視を実施し、地域防犯力の向上と女性や子どもをはじめ、住民が安心して暮らせる地

域づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

交通安全、防犯の施策 

◆防犯ボックス事業◇           １０，４５６千円（総務課） 

◆消防団事業◇              １０，５１８千円（総務課） 

消  防 

◆佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金◇ ４６５，４１６千円（総務課） 

◆消防施設事業◇              ６，７８７千円（総務課） 
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（財源：一般財源２２，６１３千円 その他５６５千円） 

・狂犬病予防対策とし、狂犬病予防注射の管理、啓発を行います。 

 ・葬祭組合の管理運営に係る負担金 

  （佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合構成市町：佐倉市、四街道市、酒々井町） 

 

 

 

（財源：一般財源１，１８６千円 その他５０千円） 

・河川等の水質検査等の環境調査を行います。 

・あき地に繁茂している雑草等の除去指導を行います。 

・町内の放射線測定を行います。 

 

 

 

 

（財源：国県支出金１，８００千円 一般財源２，１００千円） 

・家庭における地球温暖化対策促進のため、住宅用太陽光発電システム、家

庭用燃料電池システム（エネファーム）、定置用リチウムイオン蓄電池シス

テムを設置する町民に補助金の交付を行います。 

 

 

 

 ・京成酒々井駅東口の花壇へ花植えを行います。 

 

（財源：国県支出金 １９７千円 一般財源１，４７３千円） 

 ・町不法投棄監視員による廃棄物及び残土の不法投棄の監視を行うとともに、毎月１回の一斉パトロ 

－ルを実施し、不法投棄の処理を行います。また、監視活動の強化及び町広報による管理意識啓発

等を行い、不法投棄の未然防止に努めます。 

・年１回５月にゴミゼロ運動を実施します。 

 

 

 

 

 

環境、ごみ、リサイクル、不法投棄

消防活動 

◆環境衛生対策事業◇         ２３，１７８千円（経済環境課） 

◆清掃一般事務費◇           １，６７０千円（経済環境課） 

◆環境保全対策事業◇          １，２３６千円（経済環境課） 

◆再生可能エネルギー推進事業◇     ３，９００千円（経済環境課） 
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（財源：一般財源１８６，７３４千円 その他１，１１０千円） 

 ・一般家庭から排出される廃棄物の収集を行います。 

 ・ごみ集積所に設置されているごみ出しのルール看板の交換を行います。 

 ・資源回収を行う団体等に対し報償金、また、事業者に対し奨励金を交付し、

リサイクルを推進します。 

 ・ペットボトルの拠点回収等を行い、ごみ減量化及びリサイクルを推進しま

す。 

 ・生ごみの減量化を図るため、自家処理堆肥化容器（コンポスト）及び機械

式生ごみ処理機を購入し設置する町民に補助金の交付を行います。 

 ・清掃組合の管理運営及び建設等に係る負担金 

  （佐倉市、酒々井町清掃組合構成市町：佐倉市、酒々井町） 

 

 

 

（財源：国県支出金１，２４０千円  一般財源１４，４６５千円） 

 ・印旛沼の水質浄化と健全な印旛沼生態系の保全・再生に努めるため、補助対象区域内に高度処理型  

の合併浄化槽を設置する町民に補助金の交付を行います。 

 ・衛生施設管理組合の管理運営等に係る負担金 

（印旛衛生施設管理組合構成市町：佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆じん芥処理事業◇         １８７，８４４千円（経済環境課） 

◆し尿処理事業◇            １５，７０５千円（経済環境課） 
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（財源：国県支出金１，７０６千円 一般財源１，２４２千円） 

昭和５６年５月３１日以前に建築・着工された木造戸建て住宅の耐震化を促進するため、木造戸建

て住宅の耐震診断、耐震改修工事及び耐震シェルター並びに耐震ベッド設置に係る費用の一部に対し、

補助金を交付します。 

 

 

 

（財源：国県支出金１，５００千円 一般財源１，５０８千円） 

町民の生活環境の向上及び町内産業の活性化・雇用の創出を目標とし、住宅のリフォーム工事又は

雨水抑制施設設置に係る費用の一部に対し、補助金を交付します。 

 

 

 

     （財源：国県支出金１，１００千円 一般財源１，１４２千円 その他７０千円） 

 ・狭あい道路拡幅整備     ２，２００千円 

幅員４メートル未満の町道に接する後退用地や隅切り用地を町に寄付して頂く際、測量・登記及

び拡幅整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金１０４，２２５千円 地方債７６，６００千円 一般財源１６，５６５千円 その他２０，０００千円） 

町道０２－００３号線伊篠地先他５路線について、道路改良を実施するため、測量、設計、調査、

工事、用地購入を行います。 

 

 

 

 

 

目標４ 生活機能の整った歩いて暮らせるまちづくり            （都市基盤） 

まちづくり施策 

町道の整備 

◆住宅リフォーム補助事業◇      ３，００８千円（まちづくり課） 

◆住宅耐震事業◇           ２，９４８千円（まちづくり課） 

◆社会資本整備総合交付金事業(道改)◇２１７，３９０千円（まちづくり課） 

◆建築指導事業◇           ２，３１２千円（まちづくり課） 
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（財源：国県支出金２５，２５０千円 地方債２２，２００千円 一般財源１７，５９４千円） 

町道０２－００９号線酒々井地先の通学路の歩道整備を実施するため、工事を行います。 

また、町道０２－００８号線中央台地先の無電柱化整備を実施するため、設計を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金２５，８５０千円 地方債１９，０００千円 一般財源３，２９１千円） 

町道２Ｂ－０２２号線伊篠地先などの傷んだ舗装の修繕工事を行います。また、ＪＲ酒々井駅自由

通路の点検を行います。 

 

 

 

（財源：一般財源６０，５９４千円 その他１４，２２２千円） 

道路交通の安全性を確保するため、舗装補修等、町道の年間を通じた維持管理事業を行います。 

また、生活道路の狭小部において、利用者の安全性と利便性を図るため、道路の局部改良を行いま

す。 

 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

道路標識、ガードレール、カーブミラー、区画線などの交通安全施設の整備及び維持管理を行いま

す。 

 

 

（全額一般財源） 

町管理及び自治会等管理の防犯街灯の整備及び維持管理を行います。 

＊自治会管理防犯街灯補助 

電気料補助    当該年度４月分電気料×１２か月×７０％ 

修理費補助    修理費×５０％ 

新規設置等補助  工事費×５０％（上限：共架２５，０００円・小柱４０，０００円） 

交通安全、防犯の施策 

◆防犯街灯事業◇          ２７，０３７千円（まちづくり課） 

◆交通安全対策事業◇          ２，６８３千円（まちづくり課） 

◆社会資本整備総合交付金事業(交安)◇６５，０４４千円（まちづくり課） 

◆社会資本整備総合交付金事業(道維)◇４８，１４１千円（まちづくり課） 

町道の維持管理 

◆道路維持事業◇         ７４，８１６千円（まちづくり課） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvcoRJG_NShycAUfWU3uV7/SIG=12h0hcn06/EXP=1391750345/**http:/www.higashikagawa.jp/itwinfo/i3365/file/syoberuka-.jpg
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（財源：一般財源１，４１２千円 その他４，８００千円） 

京成酒々井駅、ＪＲ酒々井駅前及び南酒々井駅前の自転車等駐車場の管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：一般財源１１，６１６千円 その他１，６１７千円） 

総合公園の施設管理業務を行います。 

＊植栽及び施設維持管理等を行います。 

 

 

 

（財源：国県支出金２，５００千円 一般財源１７，２０６千円） 

街区公園の施設管理を行います。 

＊植栽及び施設維持管理、遊具更新等を行います。 

  

公園の管理 

◆駐輪場事業◇            ６，２１２千円（まちづくり課） 

◆総合公園管理事業◇        １３，２３３千円（まちづくり課） 

◆街区公園管理事業◇        １９，７０６千円（まちづくり課） 

千円（まちづくり課） 
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（財源：国県支出金２，４４０千円 一般財源９，４４０千円 その他６千円） 

農産物の生産振興のため、ふるさとまつり実行委員会や植物防疫協会などの団体に対し補助金等

の交付を行います。 

 

 

 

（財源：国県支出金２１，１０２千円 地方債１５，０００千円 一般財源５７，７３３千円 

 その他６１千円） 

農道や農業排水路等の整備を実施した農業基盤整備に対する償還等を行います。また、国営印

旛沼二期土地改良事業の負担金が町財政の将来負担とならないよう負担金の一部を基金に積立し

ます。 

高崎川の護岸崩落個所の改修工事を行います。 

 

 

 

（財源：国県支出金７０３千円 一般財源３，４７８千円） 

水田台帳の整備を行います。また、生産調整協力者に奨励補助金の交付及び経営所得安定対策の

推進のため地域農業再生協議会へ補助金の交付を行います。 

 

 

 

 

   （財源：一般財源１，４５９千円 その他１８８千円） 

地域住民の生活の充実、文化の向上及び社会活動を推進するため、農産物加工等を行える生涯生

活センターの管理運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標５ にぎわいと活力にみちた魅力あるまちづくり            （産業経済） 

農業振興 

◆農業振興管理事業◇         １１，８８６千円（経済環境課） 

◆農業基盤整備事業◇         ９３，８９６千円（経済環境課） 

◆生産調整推進対策事業◇        ４，１８１千円（経済環境課） 

◆地域向上対策事業◇          １，６４７千円（経済環境課） 
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（全額一般財源） 

・安全な消費生活のために、悪質商法、契約に係るトラブルなどに関する相談について、毎月２～３

回、消費者相談員による相談受付をしています。 

・地域コミュニティ維持活動やまちづくりへの積極的な参画など商工業の振興を図る事業を行う町商

工会に対し補助金の交付を行います。 

・平成２９年１０月に施行した「酒々井町産業振興基本条例」に基づく「酒々井町産業振興推進会議」

を開催し、各産業分野の方々の意見をもとに、町の産業振興についての今後の在り方について議論

します。 

   ＊消費生活相談費         ３８３千円 

   ＊町商工会事業補助金     ３，８００千円 

   ＊産業振興推進会議        １８４千円 

 

 

 

（財源：一般財源１５，３６２千円 その他３，０００千円） 

・地域の活性化や若手後継者育成などの振興を図る事業（商工会夏まつりなど）

を行う町商工会に対し補助金の交付を行います。 

・企業が経営上必要とする事業資金の調達を円滑にするために資金の融資及び利

子補給を行い企業の振興を図ります。 

・酒々井町企業立地促進条例及び「酒々井町企業立地のご案内」を活用し、優良

企業の立地を促進します。 

 

・南部地区の発展に合わせ増加した交流人口の街なか誘導と合わせ、ＪＲ酒々井

駅周辺の地域商業活性化のため、東酒々井地域に町営駐車場建設用地を購入し

ます。 

  

 

 

（全額一般財源） 

・町の特産品をＪＲ酒々井駅のケースディスプレイに展示するほか、順天堂大学と町民の交流を  

図るための「裸まつり」を応援します。 

・町外で開催されるイベント等へ積極的に参加し、外国人観光客を含めた町への誘客を図ります。 

・平成２８年度に導入した観光客向け公衆無線 wifiの維持管理を行います。 

 

商業・工業の振興施策 

◆商工一般事務費◇           ４，３６７千円（経済環境課） 

◆商工業振興費◇           １８，３６２千円（経済環境課） 

 

 

 

 新 規 

◆観光事業◇              ２，７２３千円（経済環境課） 

http://3.bp.blogspot.com/-Tw3VfcawsjU/UUhH9HlwMeI/AAAAAAAAO6I/ziqa759Np28/s1600/shopping_shufu.png
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（全額一般財源） 

酒々井プレミアム・アウトレット内の「酒々井コミュニケーションセンター」において、訪れる

方に町の観光物産等に関する情報を広く提供することにより、町のイメージアップと誘客を図りま

す。 

 

 

 

（財源：一般財源１０，８３２千円 その他５，８８６千円） 

コミュニティプラザには、大広間、浴室、多目的ホール等があり、健康増進や憩いの場として町

民に利用されています。（予約申込は１か月前から電話予約可能） 

今年度は、施設改修のための実施設計、耐震診断を行います。 

【コミュニティプラザ】 

利用時間：９：００～２１：００（浴室１１：００～８：００） 

休 館 日：年末年始（施設等点検のため臨時休館あり） 

利 用 料：大広間 １時間当たり ６００円（夜間９００円） 

会議室 １時間当たり ２００円（夜間３００円） 

浴 室 １人当たり  １００円（夜間１５０円） 

多目的ホール 

全面利用 １時間当たり １，０００円（夜間１，５００円） 

半面利用 １時間当たり   ５００円（夜間  ７５０円） 

※夜間料金は、午後５時から利用の場合です。 

※町外の方は、料金が異なります 

 

 

 

（全額一般財源） 

酒々井ハーブガーデンは、１，８００㎡の敷地に１５０種類以上のハーブが植栽され、「ハーブ

のまち酒々井」のＰＲを目的に運営しています。ガーデン内には、ハーブ苗やハーブ商品の販売を

行うショップと、独自のハーブ料理やオリジナルハーブティーなどを提供する喫茶コーナーを併設

しています。 

開園時間：１０：００～１６：００ 

   休 園 日：毎週月曜日（12 月～３月冬季休園）          

   入 園 料：無料 

 

 

 

 

◆コミュニティプラザ運営事業◇    １６，７１８千円（経済環境課） 

◆コミュニケーションセンター事業◇    ８，８８９千円（経済環境課） 

 

 

 

◆ハーブガーデン運営事業◇       ３，３４２千円（経済環境課） 
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（全額一般財源） 

住民が行う自由で自発的な公益活動である住民活動を支援し、住民参加による地域社会の発展及び

協働のまちづくりの推進に資することを目的とした事業等について補助金の交付を行います。 

 

 

 

（全額一般財源） 

住民公益活動の促進を図るための拠点として、井戸端（酒々井町交流サロン）及びミーティングル

ームの充実した運営について、利用団体と共に検討し、誰もが活動に参加しやすい拠点づくりを推進

します。 

 

 

 

（全額一般財源） 

町が管理する都市公園等について地域住民が主体となって実施す

る環境美化活動及び施設の保全維持管理活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

地域住民等が自ら施工する生活環境の整備工事等について、住み良い住環境整備の推進及び地域住

民等の連携を図るため、必要な資材等の支給を行います。 

 

 

 

目標６ 町民と共に築く心がかよう持続可能なまちづくり   （地域社会と行財政） 

町民参加・協働施策 

◆交流サロン運営事業◇       ２，２４９千円（住民協働課） 

◆住民公益活動補助事業◇      １，２８５千円（住民協働課） 

◆公園等愛護活動推進事業◇      ３，２５７千円（住民協働課） 

◆資材等支給事業◇          ２，４１０千円（住民協働課） 
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◆まちづくり研究所事業◇       ２，３６５千円（住民協働課） 

◆１００年安全・安心に住めるしすいづくり事業◇２１，６４０千円（住民協働課） 

 

 

 

（全額一般財源） 

酒々井町の住民参加・協働のまちづくりを推進するため、時代の変化に即した地域課題解決や新た

な町の政策形成等に寄与する創造的なまちづくりの研究事業を行う拠点の「酒々井まちづくり研究所」

を特定非営利活動法人全国生涯学習まちづくり協会の協力・連携により管理運営を行います。 

また、まちづくり実践者や指導者との学習及び研究の場としてのフォーラムの開催、まちづくり創

年者の育成及び酒々井町の地域資源を活用した研究等を行います。 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金８，１６５千円 一般財源１３，４７５千円） 

酒々井町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業として、１００年安心して暮らせるまちづくりを

推進するため「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報共有による安全・安心なまちづくり」として、

町と住民等の行政情報及び地域情報を共有できるＧＩＳ（地理情報システム）を活用した住民の安全安

心のまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（全額一般財源） 

地域住民の自治活動の場としての集会所等の維持・管理等に要する経費に対して補助金を交付し、

地域コミュニティ活動の推進を図ります。 

 

 

 

（全額一般財源） 

区・自治会など住民自治の振興を図るとともに、行政の円滑な運営と町民福祉の増進を図るために

助成金を交付します。 

 

 

 

 

 

コミュニティ施策 

◆自治振興事業◇           ７，２０２千円（住民協働課） 

◆地区集会所等補助事業◇      ２，７７０千円（住民協働課） 

 酒々井町独自 
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（財源：国県支出金２５９千円 一般財源１，５７３千円） 

  様々な人権問題の解決を目指し、あらゆる差別の撤廃と人権尊重の意識を高めるため、啓発活動を

行います。 

  人権教育の一環として、小・中学生を対象とした人権教室の実施、町内の小学生が描いた人権啓発

ポスターの展示を行います。 

また、人権週間（１２月４日から１０日まで）には、人権をテーマとした講演会、広報車による巡

回啓発、街頭啓発を行います。 

   

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金４，０４０千円 一般財源３，６６７千円 その他７千円） 

地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンタ

ーとして、生活上の相談事業や人権課題解決のため各種事業を行います。 

更に、隣保館利用者と地域住民との交流をより深めるために、隣保館まつりを開催します。 

【基本事業】 

＊相談事業：就労に関する情報提供、生活相談（随時） ＊啓発事業：人権ふれあい講座（年２回） 

＊地域交流事業：高齢者音楽健康教室（月２回）、フラワーアレンジメント教室（月１回）、 

親子ふれあい教室（月 1 回） 

【特別事業】 

＊隣保館デイサービス事業：生きがいデイサービス事業 

＊地 域 交 流 促 進 事 業：料理教室（年３回） 

【自主サークル活動】 

＊カラオケ同好会、大正琴、ダンス等 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進事業 

◆人権推進一般事務費◇         １，８３２千円（健康福祉課） 

◆隣保館運営事業◇            ７，７１４千円（健康福祉課） 

酒々井町独自 
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（全額一般財源） 

地方分権の進展で期待された役割を果たし、住民の信頼にこたえる健全な議会運営を目指します。

また、住民の社会福祉向上と地域社会の活力ある発展に努めます。 

 

＊議会だより作成事業（１，４３３千円） 

町民に議会活動を周知します。（年４回） 

  ＊会議録作成事業（１,１０４千円） 

    議会定例会・臨時会ごとに会議録を作成します。 

 

 

 

（全額一般財源） 

 議会の会議録は記録として永久に保存するものであり、その音源となる会議の音声データは会議録を

作成するうえで、非常に重要な要素となっている。しかしながら、現在使用している議場設備は約３０

年使用しており、経年劣化に伴う雑音等が発生していることから、円滑な議会運営や正確な記録の管理、

正確な情報伝達を図っていくため、新たな議場設備の構築を図るものです。 

 

※議場設備一式リース代 ４，１２２千円×５年間 

 

 

 

（財源：一般財源 ５，６４６千円 その他 ２８５千円） 

町民がまちづくりに自主的に参加しやすいものとなるよう、行政情報の積極的な提供を通じて、町

民と町との情報の共有と相互理解を深め、町民参加のまちづくりを進めるため、正確かつタイムリー

な行政情報や町民参加の各種イベントなどを掲載した「広報ニューしすい」を毎月１回発行します。 

また、まちづくりの取り組みや町の魅力について、若い人の目線で情報発信していくことを目的に

広報「Young Eyes」を発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

町、議会からのお知らせ 

◆議会運営事業◇            ４，５１２千円（議会事務局） 

◆議場設備更新事業◇           ４，１２２千円（議会事務局） 

◆広報広聴事業◇            ５，９３１千円（企画財政課） 
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  （財源：一般財源１６，９３８千円 その他 １５，０００千円） 

 町マスコットキャラクター等を積極的に活用し、県内外の 

様々なイベントなどで酒々井町の施策や魅力等を町内外に広 

く情報発信するシティプロモーション活動を推進し、交流人 

口増加や定住促進を図ります。 

＊印旛郡市広域市町村圏事務組合の管理運営等に係る負担金 

（７，８３２千円） 

構成市町：成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、 

白井市、富里市、栄町、酒々井町 

 

 

 （財源：国県支出金 ２，８３２千円） 

（財源：国県支出金 ６，８２９千円 一般財源７，０５４千円） 

平成２７年１０月に策定した「酒々井町・まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成２７年度か

ら平成３１年度）の４つの基本目標に基づいた施策等を積極的に実施・展開し、交流人口増加や定

住促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 （財源：地方債１７，５００千円 一般財源６，８５８千円） 

   印旛郡市広域市町村圏事務組合が構成市町への水道用水の安定供給、効率的な事業運営やダム建

設等を行うための経費に係る負担金及び出資金 

   ＊負担金： ６，３８４千円 

＊出資金：１７，９７４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画一般施策 

◆まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業◇１３，８８３千円（企画財政課） 

 

◆印旛広域水道事業◇          ２４，３５８千円（企画財政課） 

◆企画一般事務費◇          ３１，９３８千円（企画財政課） 
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（財源：一般財源３２，９４７千円 その他６２０千円） 

高度情報化社会に対応した効率的な行政と住民サービスの向上を図るため、必要なハードウェアや

ソフトウェアの運用及び維持管理を行います。また、町ホームページを積極的に活用して町内外に広

く情報を発信できるよう体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：一般財源３６，９５１千円 その他２，３３９千円） 

総務一般事務費は、人事管理に要する経費、職員の福利厚生及び衛生管理に要する経費、職員研修

に要する経費、秘書事務に要する経費、自治功労者表彰に要する経費などで構成されています。 

なお、職員研修に要する経費については、職員の資質向上を図るため、各種研修施設での研修参加

費用等を計上しています。 

 

＊市町村アカデミー研修 

＊千葉県自治研修センター研修 

＊印旛郡市市町村職員研修（印旛郡市広域市町村圏事務組合主催）等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の管理 

 

◆情報化推進事業◇            ３３，５６７千円（総務課） 

人事管理 

◆総務一般事務費◇            ３９，２９０千円（総務課） 



SHISUI 

酒々井の町づくり - 42 - 

 

 

 

 

（財源：一般財源２１，７３５千円 その他６８千円） 

役場庁舎及び付帯施設の機能の維持及び執務環境の確保等を図るため、保守点検及び清掃等、庁

舎の維持管理を行います。 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金９０４千円  一般財源２３，１６２ その他７，４００千円） 

戸籍、住民票等の作成管理、住民の基本的な権利・義務の発生、国籍の確認、身分事項の変更等を

正確かつ適正に管理し、住民サービスの増進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金２７，３１１千円 一般財源２６，５７９円 その他２，８３０千円） 

町税は、町民の皆様の幸せ、住みよいまちづくりのための財源として重要な役割を果たしています。

そのため、賦課徴収事業では各種電算業務委託や課税客体調査業務等を実施し、町税の適正で正確な

賦課と公平な徴収を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍・住民基本台帳事業 

◆戸籍住民基本台帳一般事務費◇     ３１，４６６千円（税務住民課） 

庁舎管理事業 
 

税の確保 

◆庁舎管理事業◇           ２１，８０３千円（企画財政課） 

◆賦課徴収事業◇           ５６，７２０千円（税務住民課） 
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【国民健康保険特別会計】 

 

 

（財源：国県支出金１，７５１，０９１千円 保険税４９５，１５２千円 

                    一般財源１６９，５２８千円 その他３，７４７千円） 

１ 保険給付等（２，３８２，０６５千円） 

相互扶助の精神に基づき、加入者が保険税を公平に拠出することにより、病気、けが、出産及び死

亡による経済的な負担を補うための保険給付などを行います。 

２ 保健事業（３７，４５３千円） 

被保険者の健康増進並びに医療費の適正化を図るため、糖尿病などの生活習慣病の発病や重症化を

予防し、メタボリックシンドロームの該当者などを減少させるため、特定健康診査及び特定保健指導

を実施するとともに、病気の早期発見と早期治療に役立てるため、人間ドック費用の一部を助成しま

す。 

＊特定健康診査・特定保健指導  １２，６７９千円 

＊人間ドック費用の助成等    ２４，７７４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各特別会計、水道・下水道事業 

◆国民健康保険特別会計◇    ２，４１９，５１８千円（健康福祉課） 
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【介護保険特別会計】 

 

 

（財源：国県支出金４２７，７１１千円 一般財源１８６，４９９千円 その他６８９，４８２千円） 

１ 要介護認定事業 

認定申請に基づき訪問調査及び介護認定審査会で審査判定を行い、要支援・要介護を認定します。 

対 象：６５歳以上の方、４０歳以上６４歳以下の方で老化が原因とされる病気（特定疾病）によ

り介護が必要な状態の方 

２ 介護サービス等給付事業 

要支援・要介護の認定者が訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用した際、費用の９割又は

８割を保険給付します（自己負担は１割又は２割で別に食事等の負担があります）。 

３ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１） 介護予防・生活支援サービス事業 

 要支援の認定者及び基本チェックリストの実施により、生活機能の低下

が見受けられた方（事業対象者）を対象に、次のサービスを実施します。 

 ア 訪問型サービス 

 イ 通所型サービス 

 （２）一般介護予防事業  

  高齢者が地域で継続して自立した生活を送れるよう一人ひとり 

 の生きがいや自己実現のための取り組みを支援します。 

また、地域で介護予防に取り組む活動を支援します。 

ア 介護予防普及啓発事業 

 介護予防の普及・啓発や各種の教室を行います。 

 対象：活動的な状態にある高齢者 

  イ 地域介護予防活動支援事業 

  地域で自主的に介護予防に取り組むサークルなどの活動を支援するため、希望するサークルな

どに講師を派遣するとともに、地域での介護予防を広げるために、しすいハート体操の普及および

介護予防グループのリーダー養成を実施します。 

  また、６５歳以上の方が介護保険施設でのボランティア活動を通じて地域貢献することで、高

齢者自身の介護予防の推進と、いきいきとした地域社会づくりを目的とします。 

４ 包括的支援事業 

高齢者が住み慣れた自宅や地域で自立した生活が継続できるよう、総合的な相談・支援を行います。 

 （１）地域包括支援センターの運営 

委託先：社会福祉法人 鼎  委託料：２７，７０６千円 

 （２）在宅医療・介護連携推進事業 

 （３）生活支援体制整備事業 

 （４）認知症総合支援事業 

 （５）地域ケア会議推進事業 

 

◆介護保険特別会計◇       １，３０３，6９２千円（健康福祉課） 
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 ５ 家族介護慰労金支給事業 

  重度の要介護の認定者を日常的に介護しているご家族を対象に、その精神的・経済的負担の軽減を

図るために、慰労金（年額１００千円）を支給します。 

 

【後期高齢者医療特別会計】 

 

 

（財源：一般財源２，４３４千円 その他２５５，６７６千円） 

７５歳（一定の障害のある方は６５歳）以上を対象とした後期高齢者医療制度について、千葉県後

期高齢者医療広域連合と連携を図り、窓口業務を適切に行います。 

千葉県後期高齢者医療広域連合は、県内の５４市町村が共同で組織する団体で、被保険者の認定、

保険料の決定、医療の給付など制度の運営全般を行います。市町村が行う事務は、保険料の徴収や各

種申請・届出の受付、保険証の発行又は交付などの窓口業務を行います。 

 

  

◆後期高齢者医療特別会計◇    ２５８，１１０千円（健康福祉課） 
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【水道事業】 

 

 

（財源：水道料金 ４９５，２４１千円、加入負担金 １２，０９２千円、企業債 ２５１，２００千円、 

分担金 ４，４０７千円、留保資金等 ６４９，８２１千円） 

水道事業は、地方公営企業法に基づき、水道施設を使った人から使った程度に応じて水道料金を負

担していただく「受益者負担の原則」により、独立採算制で経営されています。 

皆様のご家庭まで水を送り届ける営業活動の経費は、主に水道料金でまかなわれ、配水管の布設な

どに要する経費は、企業債や分担金でまかなわれます。前者を収益的収支、後者を資本的収支として

経理上区分しています。 

【業務予定量】 

・給水件数         ８，８８４件 

・年間総給水量   ２，３３９，３６２㎥ 

・一日平均給水量      ６，４０９㎥ 

【収益的収支】 

・水道事業収益    ５６８，２０３千円 

水道料金     ４９５，２４１千円 

加入負担金     １２，０９２千円 

その他       ６０，８７０千円 

・水道事業費用      ４０２，６６９千円 

営業費用     ３６７，４７８千円 

（量水器交換業務、浄水場運転管理業務、料金徴収業務、法定水質検査、

動力費等） 

企業債利息     ２３，８９１千円 

その他       １１，３００千円 

【資本的収支】 

・資本的収入     ２５５，６０８千円 

企業債      ２５１，２００千円 

分担金        ４，４０７千円 

その他            １千円 

・資本的支出   １，０１０，０９２千円 

建設改良費    ８９０，７０８千円 

東酒々井地先配水管布設替工事 

尾上浄水場配水池築造工事 

尾上浄水場無停電電源装置更新工事 他 

企業債償還金    １１７，３８４千円 

その他         ２，０００千円 

 

《詳しくは、上下水道課 電話 ４９６－７７２５》 

◆水道事業◇           １,４１２,７６１千円（上下水道課） 
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【下水道事業】 

 

 

（財源：下水道使用料 ３２６，１３２千円、企業債 ４９，３００千円、国庫補助金３０，５００千円、

一般会計補助金 １０３，８７０千円、留保資金等 １８８，４２３千円） 

 

下水道事業は安定した下水道サービスを提供し、効率的で安定的な事業運営を行うため、企業会計

方式を導入しています。 

 

・接 続 戸 数            ８，３０８戸 

・年間総排水量        ２，５１８，１２７㎥ 

・一日平均排水量            ６，８９９㎥ 

 

【収益的収支】 

・下水道事業収益 ３８０，６４９千円 

（下水道使用料 ３２６，１３２千円、一般会計補助金 １１，７４３千円、 

その他 ４２，７７４千円） 

・下水道事業費用 ４２９，７４６千円 

（営業費用 ４０２，０４７千円、企業債利息 １８，９９９千円、その他 ８，７００千円） 

（１）流域下水道維持管理費 １２１，１４９千円 

（２）料金徴収業務      １１，６３０千円 

（３）下水道台帳整備事業    ５，２５０千円 

 

【資本的収支】 

・資本的収入 １７２，０１７千円 

（企業債 ４９，３００千円、補助金 １２２，６２７千円（国庫補助金 ３０，５００千円、 

一般会計補助金 ９２，１２７千円）、その他 ９０千円） 

・資本的支出 ２６８，４７９千円 

（建設改良費 １８４，８４７千円、企業債償還金 ８２，６３０千円、その他 １，００２千円） 

（１）馬橋地区下水道整備事業  ３０，１５４千円 

（２）飯積地区下水道整備事業  ３２，７４６千円 

（３）尾上地区下水道整備事業  ４５，８３６千円 

（４）酒々井地区下水道整備事業 １４，６８５千円 

 

生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全のため、汚水や雨水のポンプ及び調整池の維持管理、

中川排水路等の維持清掃、汚水管の清掃や補修及び流域下水道の維持管理費の負担を行います。 

また、馬橋地区、飯積地区、尾上地区及び酒々井地区の下水道整備事業を行います。 

 

《詳しくは、上下水道課 電話 ４９６－７７２５》 

◆下水道事業◇          ６９８，２２５千円（上下水道課） 


